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       令和２年第３回西予市議会定例会厚生常任委員会会議録 

１．開催日時 令和２年 ９月１１日 

１．開催場所 西予市議会第３委員会室 

１．開  会 令和２年 ９月１１日 

       午前 ８時５８分 

１．閉  会 令和２年 ９月１１日 

       午前１１時４０分 

１．出 席 委 員        

   委員長  二宮 一朗 

   副委員長 和気 数男 

   委員   佐藤 恒夫 

   委員   山本 英明 

   委員   中村 敬治 

   委員   酒井 宇之吉 

１．欠 席 委 員 

   な  し 

１．出席説明員 

   生活福祉部長    

   兼福祉事務所長  藤井 兼人 

医療介護部長   山岡 薫彦 

福祉課長     池田 いずみ 

長寿介護課長   宇都宮 積矢 

子育て支援課長  松田 禎子 

人権啓発課長   山下 一彦 

市民課長     松本 豊和 

つくし苑事務長  岩本 博文 

福祉課長補佐   大野本 敦 

福祉課係長    竹内 奈美 

福祉課係長    梶原 健司 

長寿介護課長補佐  信宮 佳子 

長寿介護課係長  宇都宮万幸 

子育て支援課長補佐  宇都宮 博 

子育て支援課係長  清家 亮 

子育て支援課主査  山下 元紀 

市民課長補佐   桝田 寿美子 

市民課係長    二宮 夕子 

市民課係長    西村 由起 

人権啓発課長補佐  森本 裕恵 

医療対策室長   亀岡 敦志 

つくし苑事務長補佐  垣内 千幸 

 

１．出席議会事務局職員 

   書記    三好 祐介 

 

 

１．会議に付した事件   

    議案第９９号 西予市人権尊重のまちづくり条例

の全部を改正する条例制定につい

て 

    議案第１００号 西予市手数料条例の一部を改正す

る条例制定について 

    議案第１０１号 西予市保育所条例の一部を改正す

る条例制定について 

議案第１０５号 令和２年度西予市一般会計補正予

算(第７号) 

議案第１０７号 令和２年度西予市国民健康保険特

別会計補正予算(第３号) 

議案第１０８号 令和２年度西予市後期高齢者医療

特別会計補正予算(第１号) 

議案第１０９号 令和２年度西予市介護保険特別会

計補正予算(第２号) 

議案第１１２号 令和２年度西予市野村介護老人保

健施設事業会計補正予算(第２号) 

 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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  開会 午前８時58分 

○和気副委員長 

これより令和２年第３回定例会厚生常任委員会

を開会いたします。 

開会にあたり委員長より挨拶があります。 

○二宮委員長  

 委員長が挨拶を行う。 

○和気副委員長 

次に、藤井福祉事務所長より挨拶をよろしくお

願いいたします。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

 藤井福祉事務所長が挨拶を行う。 

○和気副委員長 

 議案審査に移る前に注意事項を申し上げます。

発言の際には、委員長の許可を得て発言をしてく

ださい。 

また、委員会室への携帯電話の持ち込みはご遠

慮ください。 

これより先の進行は委員長が行います。 

 

【福祉事務所】 

【福祉課】 

○二宮委員長 

それではこれより本日の会議を開きます。 

まず議案第105号「令和２年度西予市一般会計

補正予算（第７号）」福祉課所管分を議題といた

します。 

池田課長の説明を求めます。 

○池田福祉課長 

それでは、議案第105号「令和２年度西予市一

般会計補正予算（第７号）」の内、福祉課所管分

についてご説明いたします。 

まず初めに歳出予算からご説明いたします。補

正予算書18ページをごらんください。 

3款民生費、1項社会福祉費、4目障害者福祉

費、障がい者福祉庶務事業354万8000円の増額で

ございますが、令和元年度の事業実績により、今

年度において国庫負担金の額の確定を受け負担金

を返還するものでございます。返還する事業は障

害者医療費国庫負担金でございます。 

続きまして、予算書19ページをごらんくださ

い。 

3款民生費、3項生活保護費、1目生活保護総務

費、生活保護施行事業2069万7000円の増額でござ

いますが、令和元年度の実績額の確定により、生

活扶助並びに介護扶助費等国庫負担金、生活困窮

者自立相談支援事業費等国庫負担金、生活困窮者

就労準備支援事業費等補助金における超過交付分

を国に返還するものでございます。 

続きまして、歳入予算についてご説明いたしま

す。予算書は10ページになります。 

13款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国

庫負担金、生活保護費国庫負担金でございます

が、令和元年度の実績が確定したことに伴い、医

療扶助費等国庫負担金における国の負担分の不足

分が精算交付されますので、それを受け入れるも

のでございます。 

以上、議案第105号「令和２年度西予市一般会

計補正予算（第７号）」の内、福祉課所管分の説

明とさせていただきます。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○二宮委員長 

池田課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

○酒井委員 

19ページ生活保護の件でお尋ねをいたします。 

今度コロナが発生いたしまして全国的に生活保

護の申請が結構出てるわけでございますけれど

も、西予市においてはそのような傾向があるか、

実績はどうなのかお答え願ったらと思います。 

○池田福祉課長 

心配されますコロナウイルス感染症の影響です

が、相談等の件数に大きな変化はございません。 

本年度に入りまして、８月末での保護決定は

13件でありました。昨年度の新規決定者と比較し

て著しく増えてはおりません。 

コロナウイルスの影響で雇用情勢は悪化してお

りますけれども、雇用調整助成金や生活福祉資金

の貸し付けなど制度の整備が進み、生活保護以外

の支援を活用する方が増えております。 

○二宮委員長 

他に質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○二宮委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りをいたします。 

議案第105号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第７号）」福祉課所管分について原案に賛
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成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○二宮委員長 

挙手全員でございます。当委員会として原案ど

おり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時08分） 

 

【長寿介護課】 

○二宮委員長 

再開を告げる。（再開 午前９時10分） 

次に、議案第105号「令和２年度西予市一般会

計補正予算（第７号）」長寿介護課所管分及び議

案第109号「令和２年度西予市介護保険特別会計

補正予算（第２号）」の２件を一括議題といたし

ます。 

宇都宮課長の説明を求めます。 

○宇都宮長寿介護課長 

初めに、議案第105号「令和２年度西予市一般

会計補正予算（第７号）」の内、長寿介護課所管

分につきまして、補正予算書に基づいてご説明を

申し上げます。 

今回の補正は歳出予算のみでございます。予算

書18ページをお開きください。 

3款民生費、1項社会福祉費、3目老人福祉費、

22節償還金利子及び割引料、過年度国庫負担金返

還金64万7000円を増額計上しております。これ

は、令和元年度の低所得者保険料軽減負担金の実

績額確定に伴う国庫負担金返還金でございます。

負担割合は、国２分の１、県４分の１、市４分の

１となっております。 

以上で、議案第105号「令和２年度西予市一般

会計補正予算（第７号）」の内、長寿介護課所管

分のご説明とさせていただきます。 

続きまして、議案第109号「令和２年度西予市

介護保険特別会計補正予算（第２号）」につきま

して、補正予算書に基づいてご説明を申し上げま

す。 

歳出予算からご説明いたします。予算書７ペー

ジをお開きください。 

4款基金積立金、1項基金積立金、1目介護給付

費準備基金積立金、24節積立金1302万4000円を増

額計上しております。これは、令和元年度介護給

付費負担金の確定に伴い、追加交付される支払基

金交付金5万3798円及び国庫負担金1297万3260円

を介護給付費準備基金に積み立てるものでござい

ます。 

次に、5款諸支出金、1項償還金及び還付加算

金、3目償還金、22節償還金利子及び割引料

1180万円を増額計上しております。これは令和元

年度地域支援事業実績の確定に伴う国・県・支払

基金への返還金でございます。この内訳は、県支

出金過年度返還金201万2000円、国庫支出金過年

度返還金377万9000円、支払基金過年度返還金

600万9000円となっております。 

以上、歳出予算のご説明とさせていただきま

す。 

続きまして、歳入予算でございますが、予算書

６ページをお開きください。 

4款国庫支出金、1項国庫負担金、1目介護給付

費負担金、2節過年度分、介護給付費国庫負担金

1297万2000円を増額計上しております。これは、

令和元年度介護給付費負担金の確定に伴う国庫負

担金の追加交付金でございます。 

続きまして、6款支払基金交付金、1項支払基金

交付金、1目介護給付費交付金、2節過年度分、介

護給付費交付金5万2000円を増額計上しておりま

す。国庫負担金と同じく、令和元年度介護給付費

交付金の確定に伴う支払基金交付金の追加交付金

でございます。 

続きまして、9款繰越金、1項繰越金、1目繰越

金、1節前年度繰越金1180万円を増額計上してお

ります。 

以上で、議案第109号「令和２年度西予市介護

保険特別会計補正予算（第２号）」のご説明とさ

せていただきます。 

以上２議案、よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようよろしくお願い申し上げます。 

○二宮委員長 

宇都宮課長の説明は終わりました。 

これより本件２件について一括質疑を行いま

す。 

質疑はございませんか。 

○山本委員 

議案第109号の介護給付費国庫負担金ですが、

国庫負担の様子ですけども、近年増えて市にもら

っておりますが、現状ここ４、５年は変わってな

いんでしょうか。例えば減っておるような状況で

しょうか。 

○宇都宮長寿介護課長 

国庫負担金、県、支払金ともに給付費が増加し
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ておりますのでそれに応じて年々増加していると

いう状況でございます。 

○二宮委員長 

他に質疑はございませんか。 

○酒井委員 

議案とは関係ございませんけど長寿介護課に関

連する質問でございますが許可願えますか。 

○二宮委員長 

許可いたします。 

○酒井委員 

今度コロナの関係で、市から予算的に75歳以上

に補填しておりますのが敬老会、各区の区長さん

に委ねてると思うんですけれども、現状どのよう

なやり方をしてるかお調べになっているかわかっ

ておりましたらお答え願いたいと思います。 

○宇都宮長寿介護課長 

宇和町の敬老会につきましては４月中にほぼ終

えておりまして、宇和町以外の敬老会につきまし

ては、例年９月に敬老会の催し物を行っておりま

したが、今回につきましては、記念品とお弁当を

配るといったようなことで実施されておるようで

す。 

○酒井委員 

細かいことはまだ調べてませんか。各区長会が

中心でやってると思うんですが、これをどういう

ふうに、記念品であるのか弁当であるんか。65歳

以上で呼んでるところもあればね、そしてそのと

きに来賓を呼んでやってるところ、来賓は皆さん

ご祝儀出すんですよ。そういうことをやってるか

どうか。今手元にないと思いますけど、ある程度

のことを調べておいていただきたいと思います。 

実を言いましたら、非常に区長さんらが苦悩を

しております。どのようにやったらいいのか、相

談も受けましたけれども、私も皆さんが判断する

ことですと言ってありますけども、やはり行政側

がある程度、長寿介護課が指導するとか、そうい

うことをしなければなかなか判断がしにくい。予

算的にもういただいてる補助金というのはわかっ

ておりますので、そのあたりもきめ細やかな長寿

介護の政策を遂行していただきたいと思います。 

○宇都宮長寿介護課長 

ありがとうございました。この後、また詳細に

ついて調べましてご報告させていただいたらと思

います。 

○酒井委員 

もう１点ありますのが、この敬老会のときに、

最近離婚率が高くなっておりますので、50年とい

う金婚式を、各市、宇和島市なんかは市の主催で

全体でやってるようなんですけれども、各市がや

ってるかどうかお調べ願いたい。 

そしてもう１つありますのは、考え方が50年

間、大体離婚率が５年で３組に１組離婚している

ような現状ですので、50年も夫婦が一緒に寄って

やれるというのは、よっぽどのことでないとなか

なかできないんで、私も生き別れしてますけど、

金婚式はできませんが、そのあたりもありまし

て、これから老人クラブの進展、減ってる老人ク

ラブの活動とか、そういうものを促すためには、

多少なりとも西予市全体で、金婚式なんかもこれ

までの人生を振り返って、一つ住みよい、住んで

よかったなということをテーマにしてますから西

予市は、住んでよかった町だったなというのは、

やはり終の棲家としてよかったなという形の施策

を、そういうものでやってる市町がありますの

で、そのあたりも考えておるか、老人クラブごと

に表彰状出してるとこもあるようでございますの

で、そのあたりも調べて、一つ長寿介護課の人た

ちが西予市に住んでよかったなと思えるような施

策を今後考えていただきたいと思いますので、部

長どうですか。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

貴重なご意見ありがとうございます。まずは、

ご質問いただきました他の市町の状況とか、各老

人クラブ、市内の老人クラブでどういったことを

されてるのかも合わせて、まずは調査をさせてい

ただいた上で、今後どのようなことが取り組める

のかというところをしっかりと検討したいと思い

ます。 

○酒井委員 

どうも議案以外に質問させていただきましてあ

りがとうございました。 

○二宮委員長 

他に質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○二宮委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより議案順に採決を行います。 

まずは議案第105号についてお諮りをいたしま

す。 

議案第105号「令和２年度西予市一般会計補正
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予算（第７号）」長寿介護課所管分について原案

に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○二宮委員長 

挙手全員でございます。当委員会として原案ど

おり可決することに決しました。 

引き続き、議案第109号についてお諮りをいた

します。 

議案第109号「令和２年度西予市介護保険特別

会計補正予算（第２号）」について原案に賛成の

委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○二宮委員長 

挙手全員でございます。当委員会としては原案

どおり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時23分） 

 

【子育て支援課】 

○二宮委員長 

再開を告げる。（再開 午前９時25分） 

次に、議案第101号「西予市保育所条例の一部

を改正する条例制定について」を議題といたしま

す。 

松田課長の説明を求めます。 

○松田子育て支援課長 

西予市保育所条例の一部を改正する条例制定に

つきまして、８月31日の全員協議会におきまし

て、新野村保育所の開園について報告させていた

だきました。 

今後の移転及び新野村保育所開園に伴う所管事

務を進めるため、議案第101号「西予市保育所条

例の一部を改正する条例制定」につきまして提案

理由の説明を申し上げます。 

本市が設置する野村保育所は、平成30年７月豪

雨の影響により、床上約4.3メートルまで浸水

し、平成７年度建設の当該施設及び設備等機能が

著しく損壊し、その後、臨時代替施設として野村

地域教育福祉複合施設の２階での保育を経て、平

成30年12月25日から令和２年11月24日の新野村保

育所の開園予定までの間、仮設住宅横の隣接地敷

地内の仮設保育所におきまして、９月１日現在

104名の園児が元気いっぱいに過ごしておりま

す。 

今後開園に伴い、新野村保育所の位置を定める

こと及び旧保育所の現状復旧であることから、認

可定員を従来のとおり150名として定める必要が

あるため、本条例の一部を改正するものでありま

す。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○二宮委員長 

松田課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

○佐藤委員 

ちょっと初歩的なことなんですが、定員を認可

定員に定めるということでなっておるんですけど

も、この定員というのは利用定員だろうと思うん

ですけども、それを認可定員ということで変える

ということですが、何か基準的なものがあるのか

どうかお聞きいたします。 

○松田子育て支援課長 

利用定員というのは、その現状に応じて、利用

定員をこのように定めるということで基準として

設けているものなんですが、認可定員というもの

は、そもそも保育所が認可を受ける際の定員とし

て条例で定めなければいけないというふうになっ

ているものになります。どこの保育所も利用状況

に応じて、認可定員は、その年に応じて変更して

いる場合もあります。 

○佐藤委員 

現在定員がどのくらいなのかと、新しく11月か

ら開園されるということでしたが、そっくりその

まま人数が移行されるわけでしょうかね。 

○松田子育て支援課長 

現在、仮設保育所の認可定員は125名、それは

施設の規模に応じて一度下げさせていただきまし

た。現在の園児プラス途中から、例えば、今年の

４月にはゼロ歳が入ってなかったんですが、現在

６名の方が入っておられます。途中で、そういう

乳幼児の小さな方が入ってくる可能性はあるかと

考えております。 

○二宮委員長 

他に質疑ございませんか。 

○酒井委員 

保育士は間に合いますか。ゼロ歳児とかがたく

さん入ると急に保育士が要るようになるんです

が。 

○松田子育て支援課長 

保育士は、通常の予算取りをさせていただくと
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きに、そのときに入ってるのは途中入所なんです

が、その途中入所の子どもさんの、その時期で、

例えば10月とか11月の予算を想定しておりますの

で、そのときにはもう既にゼロ歳が入っておりま

すので、一応保育士は今の人数でやっていけると

いうふうな想定にしております。ただ産休とかい

ろんな方が入られるっていうのは想定外なので、

その分については、また配慮していきたいと考え

ております。 

○酒井委員 

前の保育所のときには、人工芝をやってたんで

すけども、今回は、希望がある人とない人とある

ようですが、そのあたりどのように考えておられ

ますか。 

○松田子育て支援課長 

現状では人工芝はちょっと想定していないんで

すけれども、議員としてはどうお考えでしょう

か。 

○酒井委員 

前回の保育所の中には、人工芝を入れまして、

結局なかなか手が回らないもんですから、地区の

人だったり保護者会とか、そうしていろんな方が

芝を整理してたという現状があるんで、そのあた

りの配分についても検討して、ニーズが強けれ

ば、これはやっぱり保護者のことと園児の対応の

仕方、運動量等々考えるべきではないかと。議員

の意見を聞かれたの初めてでございますので。あ

りがとうございました。お答えします。 

○松田子育て支援課長 

今ご意見をいただきましたように、現状では、

もうそのまま造成をしていく想定にしております

が、今後いろんなご意見を聞かしていただきたい

とは考えておりますが、１点人工芝ではなくて自

然の芝を植えるか植えないかということです。あ

りがとうございました。 

○二宮委員長 

他にございませんか。 

○山本委員 

今ほどお二人の方の質問にもあったんで重複す

るところもあるんですけども、この水害があって

代替施設での保育、仮設保育所での保育、そして

今度の新築での保育というような流れをずっと相

対的に見てこられて、水害からの復旧プラスコロ

ナ禍での対応というのもあると思うんですけど

も、児童の定員の変化とか、職員の要請、募集と

か、そういったものも含めて将来の展望といいま

すか、今までの手応えといいますか、そういった

ものを相対的にどのようにとらえられておられま

すか。 

○松田子育て支援課長 

今までの経過を申しますと、まず本当に大変だ

ったのが、代替施設に行ったときに、調理ができ

る施設がなかったということで、その分につきま

しては、城川地区にあります魚成保育所の調理室

を使いまして調理を行いました。できるだけ栄養

を考えながらも、そんなに込み入った物はなかな

かできないことと、運ばないといけないとかいう

いろんなリスクを考えながら、今までもその場所

でいろいろと対応して、本当に職員の方々また周

りの方々のご協力でやってきました。 

今回も新しい場所に移るに当たって、あの厨房

器具というのは、本当にいろんな器具があって、

それが稼働する、整備をするには期間がかかりま

すので、今回も魚成保育所の調理場をちゃんと業

者を入れて清掃して、そこで調理を行って運ぶと

いうふうなことを想定しております。 

それらの全てを今回の保育所において、全部そ

この場でできるようになる。本当に安心して安全

にできるようになる。今までも十分気を付けはし

てきたんですが、できるということは本当に早く

そういう場を設置するべきだというふうには考え

ておりますし、できるようにしていきたいと考え

ております。 

今後の展望というのはちょっと今すぐにという

ことはないんですけれども、いろいろ今後につい

ては、150名という定員というのは、現在104名、

入ってこられたとしても何人入ってこられるかと

いうのは今のところ十分には想定はできないんで

すけれども、実際的に近くにある幼稚園ももう

45名から49名ぐらいになってきています。そうい

うふうなところは、今は災害復旧なので、現状復

旧というのが本来の形なので、保育園という形で

とにかく１日も早く安心安全な場で、元気で子ど

もたちが過ごせる場を提供していきたいというふ

うなところになります。 

○酒井委員 

私先ほど人工芝と言いましたけども、天然芝の

訂正をさせていただきます。 

○二宮委員長 

訂正をお願いいたします。 
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他にございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○二宮委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第101号「西予市保育所条例の一部を改正

する条例制定について」原案に賛成の委員の挙手

を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○二宮委員長 

挙手全員でございます。当委員会としては原案

どおり可決することに決しました。 

次に、議案第105号「令和２年度西予市一般会

計補正予算（第７号）」子育て支援課所管分を議

題といたします。 

松田課長の説明を求めます。 

○松田子育て支援課長 

議案第105号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第７号）」の子育て支援課所管分につきま

して、補正予算書に基づきご説明を申し上げま

す。 

歳出予算からご説明申し上げます。予算書18ペ

ージをごらんください。合わせて資料、特定財源

の内訳もごらんください。 

3款民生費、2項児童福祉費、1目児童福祉総務

費1096万1000円の増額補正でございます。この内

容につきまして、事業概要をごらんください。 

放課後児童健全育成事業につきまして、業務委

託料の国単価の増額に伴う９つのクラブ委託料

135万8000円の増額補正でございますが、係る経

費につきまして、国・県各々３分の１の補助でご

ざいます。 

次に、子育て支援センター事業につきまして、

業務委託料の国単価の増額23万4000円及び新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止に配慮した相談支援

体制事業に伴う委託料の増額100万円、合わせて

123万4000円の増額補正でございます。係る経費

につきましては、国・県３分の１の補助でござい

ます。 

保育支援事業につきまして、国単価の増額によ

り、一時預かり事業253万円の増額と、病児保育

事業につきまして、令和元年度において、当初利

用児童数467名を見込んでおりましたが、実績で

364名の利用者数となり、補助基準額が減少し

15万2000円の国庫交付金の返還金が生じたことに

より、合わせて268万2000円の増額補正でござい

ます。係る経費につきまして、国・県各々３分の

１の補助でございます。 

児童福祉施設整備事業につきまして、令和２年

７月１日に開園いたしました小規模保育園あおな

みの開所に係る令和元年度中の備品購入費が当初

申請額より減少したことによる国庫補助金105万

8000円の返還金による増額補正でございます。 

新型コロナウイルス感染症対策事業費につきま

して、令和元年度児童福祉施設等において、感染

予防対策を図るために購入を予定していました衛

生用品等がコロナ禍の影響を受けて欠品しており

購入できなかったことにより462万9000円の国庫

補助金の返還金が必要となり増額するものでござ

います。 

続きまして、19ページをごらんください。 

2目児童措置費134万3000円の増額補正でござい

ます。教育・保育給付費支給事業につきまして、

実績確定に伴う県への返還金として20万4000円の

増額補正でございます。次に、幼児教育・保育無

償化事業につきまして、令和元年度10月からの事

業実施に伴い、事業者への事前ヒアリングを実施

し予算を計上いたしましたが、認可外保育施設等

での利用者実績が上がらず、国庫及び県交付金の

返還金が生じ113万9000円を増額するものでござ

います。 

なお、歳入補正予算の説明につきましては、資

料特定財源の内訳をもって省略させていただきま

すのでご了承いただきますようお願いいたしま

す。 

以上、「令和２年度西予市一般会計補正予算

（第７号）」子育て支援課所管分のご説明とさせ

ていただきます。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願いいたします。 

○二宮委員長 

松田課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

○山本委員 

18ページの放課後児童健全育成事業についてな

んですが、市内９つのクラブということで、コロ

ナの影響で夏休み中なんかは朝からの利用が多か

ったんじゃなかろうかなというふうに推察をする

んですけども、このクラブでの利用の頻度と、そ
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れから指導員の充足、足りておるのかなというよ

うな気はするんですが、足りておるのか、足りて

おらなければ募集をやっておられますでしょうけ

どどのような方法で現状もやっておられるのか。

２学期が今始まりましたので、２学期が始まって

からの利用状況というのはどのような感じで捉え

られておりますか。 

○松田子育て支援課長 

コロナで学校が休業した際には、放課後児童ク

ラブは朝から開所をさせていただきました。ただ

どこのクラブも参加利用者は、通常よりは半分ぐ

らいとか半分以下のところもありました。ただ

し、朝から見さしていただくということで、先ほ

ど言われましたように、指導員の不足が想定され

ましたので、学校が休業になったということで、

教育委員会のご協力をいただきまして、学校の生

活支援員に声かけをしてチームとしてローテーシ

ョンを組ませていただきまして対応をさせていた

だきました。できるだけ現指導員の方たちに無理

がかかり過ぎないようにということで、運営に心

がけてまいりました。 

２学期の状況なんですけれども、クラブによっ

ては、一部見ることができるとか、いることがで

きるとかいうふうにわかったので、途中で少しク

ラブの利用を止められたという方も少ないんです

が聞いております。地域によっても随分差異があ

るかと思われます。三瓶地区のほうは割り方見て

いただく方がおられたように伺っております。 

○山本委員 

前も聞いたかもしれないんですが、旧町ごとの

９つの数をもう１回教えてもらえませんか。 

○松田子育て支援課長 

明浜地区おれんじクラブというのが１つありま

す。宇和には、トトロ、明下田クラブ、ななほ

し、なかよしクラブ、てっぺんが４月からになり

ましたので５カ所になりました。野村は、野村き

っず１カ所です。城川も城川きっず１カ所です。

三瓶はすこやか児童クラブということで１カ所、

各地区、大野ヶ原、惣川を除いて、各町に充足し

てるというふうな状況になっております。 

○二宮委員長 

他に質疑はございませんか。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時46分） 

○二宮委員長 

再開を告げる。（再開 午前９時48分） 

質疑はございませんか。 

○山本委員 

先ほど課長の説明で、放課後３分の１の補助と

いうことで国・県３分の１の補助というふうな言

葉がありました。これは、国と県と市がそれぞれ

３分の１の補助ということで解釈してよろしいで

しょうか。 

○松田子育て支援課長 

説明が不足しておりまして大変申しわけありま

せんでした。国・県・市の割合が３分の１ずつと

いうふうに解釈していただいたらと思います。 

添付しております資料を参照していただいたら

と思います。よろしくお願いいたします。 

○二宮委員長 

他に質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○二宮委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第105号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第７号）」子育て支援課所管分について原

案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○二宮委員長 

挙手全員でございます。当委員会としては、原

案どおり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時49分） 

 

【生活福祉部】 

【市民課】 

○二宮委員長 

再開を告げる。（再開 午前10時01分） 

次に、議案第100号「西予市手数料条例の一部

を改正する条例制定について」を議題といたしま

す。 

松本課長の説明を求めます。 

○松本市民課長 

それでは、議案第100号「西予市手数料条例の

一部を改正する条例制定について」ご説明を申し

上げます。 

今回の改正は、行政手続のデジタル化推進の観

点から、行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律の一部が改正さ

れましたことによるものであります。 

主な内容としましては、公的個人認証が搭載さ
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れた個人番号カードへの移行拡大を図るため、個

人番号を通知する通知カードが廃止されることに

伴い、当該通知カードの再交付に係る手数料を廃

止するため、本条例の一部を改正するものであり

ます。施行期日は公布の日からとなっておりま

す。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○二宮委員長 

松本課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

○佐藤委員 

マイナンバーカードなんですが、ずっと以前か

ら言よったように、今現在ではどのくらいの普及

率になってますか。 

○松本市民課長 

交付枚数ですけど、８月31日現在で9,698枚、

26.04％となっております。 

○佐藤委員 

私もマイナンバーカードこう昨日、一昨日パッ

と見て知らなかったことがあるんですよ。それ何

かって言ったら、有効期限があるんですよね。そ

れは、例えば、申請に来られたときに、例えば

20歳以上だったら10年だったですかね、20歳以下

が５年か何か、この有効期限があるんですよとか

というのは、申請においでたときにちゃんと説明

はされてるのかどうかをお聞きいたします。 

○松本市民課長 

説明はしております。マイナンバーカードは

10年、電子証明書というのがついてると思います

が、それが５年ということで説明して、後また通

知が各自お手元に届くようになっております。 

○佐藤委員 

今松本課長が説明してもらってわかったんです

けども、電子証明書の部分があると言ったら有効

期限が10年でも５年で電子証明書の分は切れるん

ですよね。そしたらイータックスでする場合は、

切れたらできなくなるっていうふうなことだと思

うんですが、これも事前に申請に来られたとき

は、多分確定申告するときなんかには電子証明書

ついてるけど５年なんですよということは、ちゃ

んと申請おいでた方には説明されておりますでし

ょうか。 

○松本市民課長 

確定申告のほう私のほうでは情報仕入れており

ません。 

○佐藤委員 

多分確定申告なんかでイータックスでされると

きだったら電子証明書の有効期限が切れてると多

分できないと思うんですよ。だからそのあたり

も、申請においでた方にはちゃんと説明はしてあ

げるべきではないかなって思うのと、更新時通知

はなされるということでしたので、証明書なんか

を使われる方は、10年って20歳以上だったら10年

が有効期限やなって思われてても、５年目過ぎた

ときに使えなかったりすると不便を感じられると

思うので、その辺はしっかりと説明をされるべき

ではないかと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。 

○松本市民課長 

税務課も含めて周知するようにいたします。 

○二宮委員長 

他にございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○二宮委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りをいたします。 

議案第100号「西予市手数料条例の一部を改正

する条例制定について」原案に賛成の委員の挙手

を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○二宮委員長 

挙手全員でございます。当委員会としては原案

どおり可決することに決しました。 

次に、議案第105号「令和２年度西予市一般会

計補正予算（第７号）」市民課所管分及び議案第

108号「令和２年度西予市後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）」の２件について関連があ

りますので一括議題といたします。 

松本課長の説明を求めます。 

○松本市民課長 

それでは、議案第105号「令和２年度西予市一

般会計補正予算（第７号）」の市民課所管分につ

きまして、補正予算書に基づきご説明を申し上げ

ます。 

補正予算書18ページをごらんください。 

歳入歳出補正予算事項別明細書でご説明いたし

ます。歳出からご説明いたします。 

3款民生費、1項社会福祉費、9目後期高齢者医
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療費、後期高齢者医療特別会計繰出事業で46万

2000円の減額補正でございます。この繰出金につ

きましては、後期高齢者医療特別会計でご説明を

させていただきます。 

続きまして、11ページをごらんください。 

13款国庫支出金、2項国庫補助金、8目総務費国

庫補助金1381万2000円の内、市民課所管分は、社

会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金の

871万2000円の増額補正でございます。国外転出

後によるマイナンバーカード、公的個人認証の利

用を実現するため、国外転出後も利用可能な戸籍

の附票を個人認証の基盤として利用するため、必

要となる戸籍総合システム等の改修費用について

国庫補助金を増額するものであります。なお、歳

出におきましては、政策推進課情報推進室の電算

システム開発導入事業に計上しております。全額

国の補助金でございます。 

続きまして、14ページをごらんください。 

19款諸収入、5項雑入、4目雑入3734万8000円の

内、市民課所管分は、療養給付費負担金返還金の

3695万7000円の増額補正でございます。後期高齢

者医療で、令和元年度に療養給付費負担金として

広域連合へ納付した負担金の確定による精算に伴

う負担金の返還金によるものであります。 

以上で、議案第105号「令和２年度西予市一般

会計補正予算（第７号）」の市民課所管分につい

てのご説明とさせていただきます。 

続きまして、議案第108号「令和２年度西予市

後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」に

つきまして補正予算書に基づきご説明を申し上げ

ます。 

補正予算書７ページをごらんください。 

歳入歳出補正予算事項別明細書でご説明をさせ

ていただきます。歳出からご説明いたします。 

1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費

19万8000円の増額補正でございます。平成30年度

税制改正によるシステム改修内容の確定に伴うシ

ステム改修委託料を増額するものであります。 

続きまして、2款後期高齢者医療広域連合納付

金、1項後期高齢者医療広域連合納付金、1目後期

高齢者医療広域連合納付金1146万7000円の増額補

正でございます。令和２年３月の普通徴収及び令

和２年４月、５月の納入分、出納閉鎖期間中の保

険料収入を愛媛県後期高齢者医療広域連合へ納付

するものであります。 

続きまして、4款諸支出金、1項償還金及び還付

加算金、1目保険料還付金50万円の増額補正でご

ざいます。新型コロナウイルス感染症の影響に伴

う保険料の減免により、過年度令和元年度の保険

料を還付する必要があるため、増額するものであ

ります。 

６ページをごらんください。 

3款繰入金、1項一般会計繰入金、1目事務費繰

入金46万2000円の減額補正でございます。システ

ム改修費用で国の補助金が確定したことに伴い、

事務費繰入金を減額するものであります。 

続きまして、4款繰越金、1項繰越金、1目繰越

金、前年度繰越金として、歳出と同額の1146万

7000円を予算計上いたしました。歳出でご説明い

たしましたとおり、広域連合へ納付する保険料収

納額の報告は、月末締め翌月報告となり、広域連

合からの納付の請求が報告した月に属する年度と

なることから、保険料相当分が繰越金となってお

ります。 

続きまして、5款諸収入、2項償還金及び還付加

算金、1目保険料還付金50万円の増額補正でござ

います。保険料の還付金に係る広域連合からの歳

入となります。 

続きまして、6款国庫支出金、1項国庫補助金、

1目高齢者医療制度円滑運営事業費国庫補助金

66万円の増額補正でございます。平成30年度税制

改正によるシステム改修に伴うシステム改修委託

料に係る費用分について、高齢者医療制度円滑運

営事業費国庫補助金を増額するものであります。

システム改修に係る費用は全額国の補助金でござ

います。 

以上で、議案第108号「令和２年度西予市後期

高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」につい

てのご説明とさせていただきます。 

以上２議案、よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○二宮委員長 

松本課長の説明は終わりました。 

これより本案２件に対する一括質疑を行いま

す。 

質疑はございませんか。 

○山本委員 

議案第108号の７ページの後期高齢者医療広域

連合納付金事業ですけども、この納付金は、一定

額でずっと推移しとるんですけど、このようなご
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時世なので、どんどん市からの納付額増えておる

んでしょうか。 

○松本市民課長 

後期高齢者医療の広域連合における納付金です

けど、今のところ大体同じ推移でいっておりま

す。 

○山本委員 

今のところと言われるのは、４、５年というよ

うな感じでしょうか、10年ぐらいでしょうか。 

○松本市民課長 

2025年問題があると思いますので、この年から

かなり後期高齢者の加入者が増えてきますので、

今のところ、数年は現状維持で、2025年になると

増額すると思われます。 

○二宮委員長 

他にございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○二宮委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより議案順に採決を行います。 

まずは、議案第105号についてお諮りをいたし

ます。 

議案第105号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第７号）」市民課所管分について原案に賛

成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○二宮委員長 

挙手全員でございます。当委員会としては原案

どおり可決することに決しました。 

続きまして、議案第108号をお諮りいたしま

す。 

議案第108号「令和２年度西予市後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号）」について原案に

賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○二宮委員長 

挙手全員でございます。当委員会としては原案

どおり可決することに決しました。 

次に、議案第107号「令和２年度西予市国民健

康保険特別会計補正予算（第３号）」を議題とい

たします。 

松本課長の説明を求めます。 

○松本市民課長 

それでは、議案第107号「令和２年度西予市国

民健康保険特別会計補正予算（第３号）」につき

まして、補正予算書に基づきご説明申し上げま

す。 

補正予算書８ページをごらんください。 

歳入歳出補正予算事項別明細書でご説明をさせ

ていただきます。歳出からご説明をいたします。 

6款基金積立金、1項基金積立金、1目財政調整

基金積立金2億913万8000円の増額補正でございま

す。前年度繰越金の確定により、その一部を財政

調整基金に積み立てるもので、地震や風水害など

の突発的な大規模災害等の不測の事態に備え、ま

た、事業の健全な運営を図るためのものでござい

ます。 

続きまして、7款諸支出金、1項償還金及び還付

加算金、1目一般被保険者保険税還付金886万

9000円の増額補正でございます。新型コロナウイ

ルス感染症の影響に伴う保険税の減免により、過

年度令和元年度の保険税を還付する必要があるた

め、増額するものであります。 

続きまして、7款諸支出金、1項償還金及び還付

加算金、3目償還金38万7000円の増額補正でござ

います。令和元年度の愛媛県国民健康保険保険給

付費等交付金、特定健康診査等費用額の確定によ

る精算に伴う交付金を返還するものであります。 

７ページをごらんください。 

5款県支出金、2項県補助金、4目保険給付費等

交付金886万9000円の増額補正でございます。歳

出の一般被保険者保険税還付金に係る特別調整交

付金を増額するものであります。 

続きまして、1款繰越金、1項繰越金、1目繰越

金2億952万5000円の増額補正でございます。前年

度繰越金確定によるものでございます。 

以上で、議案第107号「令和２年度西予市国民

健康保険特別会計補正予算（第３号）」について

のご説明とさせていただきます。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○二宮委員長 

松本課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○二宮委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りをいたします。 

議案第107号「令和２年度西予市国民健康保険
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特別会計補正予算（第３号）」について原案に賛

成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○二宮委員長 

挙手全員でございます。当委員会としては原案

どおり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前10時19分） 

 

【人権啓発課】 

○二宮委員長 

再開を告げる。（再開 午前10時22分） 

次に、議案第99号「西予市人権尊重のまちづく

り条例の全部を改正する条例制定について」を議

題といたします。 

山下課長の説明を求めます。 

○山下人権啓発課長 

それでは、議案第99号「西予市人権尊重のまち

づくり条例の全部を改正する条例制定について」

ご説明を申し上げます。 

西予市は、平成17年に西予市人権尊重のまちづ

くり条例を施行し、全ての人の人権が尊重される

明るい社会の実現に向けて人権施策を推進してい

ます。近年では、社会構造の変化や価値観の多様

によって人権課題は複雑多様化しており、特に、

インターネット上での差別情報の拡散や悪質な書

き込みなど、新しい人権に関する課題が生じてい

ます。 

また、平成28年に国は、個別の差別を解消する

ことを目的に「障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律」「本邦外出身者に対する不当な

差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関す

る法律」「部落差別の解消の推進に関する法

律」、いわゆる人権３法を施行しました。 

このような人権を取り巻く状況が変化する中、

複雑多様化する人権課題への対応を図るととも

に、さらに充実した人権施策を推進し、西予市民

一人ひとりが、互いに人権を尊重し合い誰もが安

心して豊かに暮らせることができるように本条例

の全部を改正するものであります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○二宮委員長 

山下課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

○中村委員 

新しくなるまちづくり条例の第９条、人権施策

推進協議会というのが新しく設置されるというこ

とを書いてありますが、これ新しくできるんでし

ょうけれども、協議会でどういうことを想定され

ているのか概要を説明願ったらと思います。 

○山下人権啓発課長 

条例改正検討委員会は12人で３回開催しており

ますが、検討委員会の中で、協議会の規則案を作

成いたしております。その中で協議会の所掌事務

を「人権意識の高揚並びに人権擁護に関する重要

施策等重要な事項について協議するもの」として

おります。施策の推進に関する重要事項について

協議するための協議会で、人権に関する難しい案

件が発生した場合などに、その問題について協議

する受け皿としての機能を期待しております。ま

た、西予市の人権啓発の指針等について意見交換

ができるような協議会を考えています。なお、こ

の協議会は、この条例改正案が議決された後に設

置をさせていただきます。 

○二宮委員長 

他に質疑はございませんか。 

○酒井委員 

人権啓発課が設置されたのは、今年４月からと

いうことになっておりますが、今まで教育委員会

の生涯学習課、そしてこの福祉部で調整をしてた

んですけれども、人権啓発課が福祉部になりまし

た経緯、そしてどういう考え方で、ウエイトが、

結局生涯学習課からこの人権啓発課にどれぐらい

の権限というか範囲が移ったのか。そのあたりを

課長はわかりにくいかもしれませんけど、部長は

経緯をわかってると思いますのでお答え願ったら

と思います。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

今回人権啓発課を新設いたしましたのは、これ

までも、酒井委員が言われておりますように、人

権教育は教育委員会生涯学習課、人権対策につい

ては市民課人権対策室がそれぞれ担当をしており

ました。当然連携はしておりましたが、市民から

いたしますと課題に対してどちらに相談していっ

たらいいのかというところがわからないというよ

うなご意見もいただきまして、今後、先ほど課長

が申しましたように、いろいろと新しい差別も起

きておりますので、この２つの業務を新しい課に

１つにまとめようということで、こちら市長部局
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に新しい課を設置させていただきました。 

生涯学習課が持っておりました人権教育係の業

務については、全てこちらへ事務移管をさせてい

ただいております。合わせて、まちづくり推進課

にございました男女共同参画室の事務の内、女性

の会の運営とか、男女共同の推進とか、参画の推

進、この事務も合わせて人権啓発課で担当するよ

うにしております。 

○酒井委員 

人権教育と人権対策を一緒にしたという解釈で

よろしいわけですか。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

そのとおりでございます。補足しますと支所も

人権教育の部分を生活福祉課へ持って参りまし

て、人権啓発指導員もいらっしゃいましたが、そ

れも生活福祉課が所管するという形で組織を再編

させていただきました。 

○酒井委員 

課長にまた別件でお尋ねしますが、シトラスリ

ボンの人権啓発運動につきましては、非常に私は

感心して、これはコロナウイルスが出た時点で、

我々もこうしてシトラスリボンやってますけど

も、これをもっと拡大していくような形は、松山

の前田先生たちの名前が出てますけども、そのあ

たりを、今後シトラスリボンの啓発運動、根っこ

にある人権の心の問題をこういうリボンに携えて

やる運動をもっと拡大したり啓蒙したりする必要

があると私は思うんですけれども、このあたりを

どのように考えておられるかお聞きします。 

○山下人権啓発課長 

今酒井委員からおっしゃられたシトラスリボン

運動につきまして、先日議会からさらなる啓発活

動をというご提案をいただきました。 

この後に、一般補正でさらなる啓発運動をする

ために予算計上をさせていただいておるところで

ございますので、この後、補正予算の際に啓発活

動についての予算案の説明をさせていただければ

と思います。 

○酒井委員 

後ほど一般会計の中で説明があるということで

ございますけれども、人権啓発、私も啓発課へ行

って、啓発課が作ったシトラスリボンをいただい

たことがあるんですけども、この議会がやってる

やつについてこれはもう作れないというような返

事をしていただいておりますが、やはりどこか

で、私ども付けるのは、この議会に出たこのリボ

ンだけなんです。それを作り方のパンフレットは

結構回しておりますけども、それではなしに、や

はり人権啓発課が独自のものを作って、正直言っ

て500円ぐらいで売ってでも、啓発運動をみんな

が協力するという体制を整えるべきではないかと

思います。 

あれは、結婚式の引き出物にする、結納なんか

に使う、あれ愛媛県の産地でございますけども、

あそこは引き出物にするもので全部作って、そし

て啓発をやってる。西予市は独特の決まった、こ

れは西予市のシトラスリボンだよというようなも

のもアイデアとして作っていくような考え方もや

はり考えていただきたいなと思います。 

次の議案でまたお答え願ったらと思います。 

○二宮委員長 

他にありませんか。 

委員長交代いたします。 

 （委員長交代） 

○二宮委員 

今回の西予市人権尊重のまちづくり条例ですけ

れども、旧条例と比べたら、本当に中身がすごく

濃ゆくなって、旧条例って何やったんかなと思う

ぐらいなんですけれども、先ほど中村委員の質問

の中で、これをつくるときに、検討委員会をされ

たというふうにあったんじゃないかなと思うんで

すが、先日議運でも誰か言ってましたけども、こ

れだけ全部変えるんであれば条例名を新たにする

とか、そういうふうにしたほうが逆にインパクト

があって市民の人にいいんじゃないかなというふ

うに私も思うんですけれども、検討委員会の中で

そういうご意見はなかったのかなと思うんですが

いかがでしょうか。 

○山下人権啓発課長 

検討委員会の中では、新たな条例制定という声

は、当初お１人、２人出てたように思います。そ

れでも全部を変えるわけではなく、この基本条例

的な西予市人権尊重のまちづくり条例をあくまで

も改正という形でやろうということになったわけ

でございます。 

○二宮委員 

中身見て、特に今までなかった前文とかそうい

うふうなボリューム等考えたら、ほとんどもう全

面改正じゃないかなと言ってもいいぐらいの内容

ではないかと思っております。 
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先ほどから部長も言われました今回の人権啓発

課の経緯も含めて、我々議会もしっかり人権尊重

のまちづくりには貢献したいと思いますけれど

も、新しい課のそれぞれのご努力を今後も期待し

たいと思いますのでよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 （委員長交代） 

○二宮委員長 

他に質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○二宮委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りをいたします。 

議案第99号「西予市人権尊重のまちづくり条例

の全部を改正する条例制定について」原案に賛成

の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○二宮委員長 

挙手全員でございます。当委員会としては原案

どおり可決することに決しました。 

引き続き、議案第105号「令和２年度西予市一

般会計補正予算（第７号）」人権啓発課所管分を

議題といたします。 

山下課長の説明を求めます。 

○山下人権啓発課長 

それでは、議案第105号「令和２年度西予市一

般会計補正予算（第７号）」の内、人権啓発課所

管分につきまして、補正予算書に基づきご説明申

し上げます。 

今回の補正予算は歳出のみの計上となります。

補正予算書18ページをお開きください。 

3款民生費、1項社会福祉費、7目人権対策費

3467万1000円を199万3000円増額し、3666万

4000円とするものです。今回の補正額199万

3000円は、小集落改良住宅伊延住宅団地の一家屋

を修繕し、同団地内の別一家屋の入居者に転居し

ていただくための費用であります。10節の修繕料

189万3000円と11節の通信運搬費10万円は転居に

係る荷物の運搬費であります。 

西予市では、団地内の住宅全12棟の内、６棟を

経年劣化から安全を確保するため、用途廃止を行

い建物の取り壊しを計画しています。現在入居中

の家屋につきましては、雨漏り等が激しく修繕に

より雨漏りが完全におさまる保証もなく、軒下の

コンクリートが剥がれ落ち危険な状態であるこ

と、また、修繕費の長期的な経費負担を軽減する

ことを目的に、この家屋の入居者に同団地内の別

家屋に転居していただくことで、スムーズに用途

廃止、取り壊しが行えるよう計画を推進するもの

でございます。 

次に、3款民生費、1項社会福祉費、8目人権教

育費1854万4000円を44万8000円増額し1899万

2000円とするものです。今回の補正額44万8000円

は、シトラスリボン運動のさらなる啓発のため、

西予市から発送する封筒・文書等にシトラスリボ

ンのスタンプを捺印するため、スタンプを学校、

保育園、病院等を含めた各部署に配布するための

スタンプと補充インキの購入費44万8000円を計上

するものです。新型コロナウイルスをめぐる誹謗

中傷や偏見は全国的に後を絶ちません。そのた

め、西予市では、シトラスリボン運動をさらに広

めていきたいと考えております。この運動は、一

人ひとりの意識を変えることが目的であるため、

市役所からの封筒等にシトラスリボンのスタンプ

を捺印し、多くの人に関心を持っていただき、感

染から回復した人などを地域で受け入れる雰囲気

づくりができると考えております。 

以上、説明とさせていただきます。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○二宮委員長 

山下課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。先ほどの件は。 

○酒井委員 

議案説明の中で、啓発運動とか対策について説

明がございましたけれども、具体的にスタンプと

かそういうことで限られております。もっと大々

的にやれるような対策をとっていただきたいなと

思います。 

西予市独自の何かを考えるようなアイデア、そ

ういうものも考えて、その過程を通して人権とい

うものをしっかり考えてもらう、そのようなもの

を考えていただきたいなと思います。 

啓蒙運動でスタンプだけという予算を上げてま

すけども、何かしら、我々も議会入るときだけこ

れをやってるんですけども、外でもやれるような

対策ってものを考えていただきたいと思いますが

いかがでしょうか。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 
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貴重なご意見本当にありがとうございます。今

回はスタンプということでまずやらせていただき

ました。 

先ほど課長が申しましたように議会からもこう

いうご提言をいただいておりますので、今後も市

民の方に広がっていくように、何らか課といたし

ましても検討していきたいと思っております。 

私も普段は名札に付けたり、部長室の入り口に

シトラスリボンを飾ったり、家の玄関にも飾った

りしておりますので、我々行政職員だけだとなか

なかいい案も出てきませんので、もし議員の皆様

からもいいご提案が何かありましたら、ぜひとも

ご提案いただいたらと。予算に限りがございます

ので予算の範囲内にはなりますが、取り組んでま

いりたいと思いますので、ぜひともご協力いただ

いたらと思います。 

○酒井委員 

部長は議員とか職員と言いましたけど、これは

市民を巻き込んでアイデアを募集するというよう

な考え方で、やはり下から盛り上げていくような

形でやっていただきたいなと思います。 

○二宮委員長 

他にございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○二宮委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第105号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第７号）」人権啓発課所管分について原案

に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○二宮委員長 

挙手全員でございます。当委員会としては原案

どおり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前10時44分） 

 

【医療介護部】 

【医療対策室】 

○二宮委員長 

再開を告げる。（再開 午前10時55分） 

これより医療介護部に入らせていただきますの

で、山岡部長よりご挨拶をお願いしたいと思いま

す。 

○山岡医療介護部長 

山岡医療介護部長が挨拶を行う。 

○二宮委員長 

それでは議案に入りたいと思います。 

議案第105号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第７号）」医療対策室所管分を議題といた

します。 

亀岡室長の説明を求めます。 

○亀岡医療対策室長 

議案第105号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第７号）」につきまして、医療対策室関係

分の予算をご説明申し上げます。 

今回の補正は、地域医療の確保及び市立病院の

病院経営改革支援に係る新規２事業の創設に係る

必要経費について増額補正するものでございま

す。 

補正予算書19ページをお開きください。 

市立病院経営改革支援推進事業といたしまし

て、4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総

務費、12節委託料に660万円を増額しておりま

す。この事業につきましては、現在進めておりま

す市立病院新改革プランをより効果的に実施する

ため、専門家の意見を取り入れ、高い専門性を持

った支援業務を委託するためのものでございま

す。また、この事業につきましては、来年度の委

託業務料825万円の債務負担行為を設定しており

ます。 

続きまして、4款衛生費、1項保健衛生費、1目

保健衛生総務費に医療機関新規開業促進事業とし

まして、18節負担金補助及び交付金に8000万円を

増額しております。これは、市内で子どもを産み

育てられる環境づくりのため、出産、小児医療体

制の確保を図り、出生数の増加や移住・定住者の

増加につなげ、人口減少対策や市民の健康と福祉

の増進に寄与することを目的に、産科の開業に

5000万円、小児科開業に3000万円を助成するもの

でございます。 

最後になりますが、この２事業の財源でござい

ますが、補正予算書13ページをお開きください。 

所管は政策推進課になりますが、17款繰入金、

2項基金繰入金、22目過疎地域自立促進特別基金

繰入金としまして、今回の新規２事業の財源とす

るために8660万円を増額しております。 

以上で、医療対策分の説明を終わります。 

ご審議の上、ご決定くださいますようよろしく

お願い申し上げます。 

○二宮委員長 
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亀岡室長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

○中村委員 

当初予算に組まずと補正ということで、今回多

額の8000万円という補正を組むということで案と

して出てきておるわけですが、これについて、産

科・小児科と聞いておるんですが、まず第１点目

としては、当初予算ではなく補正を急遽組むとい

うような何かそういう産科とか小児科のあてがあ

るのかないのか。非常にいい案だとは思うんです

けれども、こういう何か目指していくところで産

科が来るのか、小児科が来るあてがあるのか、実

際今のところあてもないのか、その辺まず１点と

してお聞きしたいと思います。 

まだ後何点かあるわけですが、まず第１点とし

て回答を願ったらと思います。 

○亀岡医療対策室長 

今ほど、産科・小児科あてがあるのかというこ

とでご質問いただきましたが、現在のところ西予

市医師会、また愛大医学部等に事業についての協

議を進めていっているところでございますが、現

在あてがあるというところではありませんので、

事業が創設できましたら、事業の周知についても

今後進めていきたいと考えております。 

○中村委員 

２点目として、以前全員協議会で説明があった

わけですが、この中で産科で5000万円、小児科で

3000万円を上限とするというような話があったと

思うんですが、それぞれ大事な医療機関ですけれ

ども、5000万円、3000万円と差をつけたのは何

か。どういうことで差がついたのか。現在小児科

は１件山下医院がございますが、その辺どういう

ことかなと思いますがお答え願ったらと思いま

す。 

○亀岡医療対策室長 

産科と小児科の助成額の差ということでござい

ますが、小児科、また産科とともにある程度開業

に係る予算的なものをこちらのほうで積算をして

おります。それにつきましては、市内小児科の山

下先生とか、医学部等に協議を伺って事業費の設

定をしているわけなんですが、産科と小児科違い

ますのは、産科につきましては分娩するのに入院

施設、入院病床がいったりですとか、建物的にも

大きなものとなりますので、そういったところで

の事業費の金額の差が助成金額にかかわっている

ということでございます。 

○中村委員 

３点目として、西予市は産科がないということ

なんですが、近隣では大洲・喜多地区や内子町、

宇和島市なんかには産科と小児科それぞれあるわ

けですが、ネットで調べて見られた中で、この辺

では大洲市がこういう補助制度を設けておると、

そうした結果、大洲市に産科医が２件、そして小

児科が６件あるわけですけれども、これらはこう

いう新規事業促進補助事業を設けた結果、立地し

たものなんですか、その辺お伺いします。 

○亀岡医療対策室長 

先ほどの大洲喜多地区、そして内子町では産科

が２件、また小児科が６件ということでございま

すが、大洲市は多分昨年度だったかと思います

が、小児科開業の補助要綱を策定しまして、今年

度１件の小児科開業ができております。また、産

科医については大洲市のほうはありません。小児

科だけなんですが、昨年度つくって今年度新規開

業が、小児科１件の実績がございます。 

○二宮委員長 

他にございませんか。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前11時06分） 

○二宮委員長 

再開を告げる。（再開 午前11時14分） 

他に質疑はございませんか。 

○山本委員 

私も医者でないのでわかりませんけども、近隣

の開業医の先生方の様子は、多分情報は聞かれて

おると思うんですけども、例えば産科医で5000万

円、小児科医で3000万円の補助が出るとして、開

業医としての経営、自分の医院を今からずっと経

営をしていく、雇った人も給料出していくという

ふうな経済的な面で充足できるのか、手持ち資金

がもっともっと要るのか。その辺の考察はどのよ

うな感じでとらえられておりますかお伺いしま

す。 

○亀岡医療対策室長 

この事業を創設するに当たりまして、各小児

科、産婦人科のある程度開業予算的なものを、愛

大医局また、小児科医師等に聞きながら試算して

いるところなんですが、小児科については約

6200万円、産婦人科につきましては2億3500万円

程度が必要となってくるんじゃないかと考えてお
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ります。小児科については半額程度の上限3000万

円を助成額として設定しているわけなんですが、

産婦人科につきましては、４分の１程度の5000万

円を上限額として設定させていただいておりま

す。 

○山本委員 

半分、４分の１の助成をするということで募集

をされるということですけども、今のところ白紙

の状態から募集をされるということですので、ど

の辺まで範囲を広げて募集といいますか、その辺

の手応えは現在ではいかがでしょうか。 

○亀岡医療対策室長 

手ごたえといいますか、小児科につきまして

は、市内も１件、また、その１件も高齢化してい

るということで先生のほうからもお話を伺ってい

るところですので、小児科開業については、今

後、愛大の医局、またホームページ等で全国募集

にはしたいと思いますが、そういったところの希

望があれば、そういった委員会等で審査も今後必

要となってくるかと思っております。また、先ほ

どからあります産科につきましては、やはりなか

なか難しいと考えているわけなんですが、ここに

つきましても医療関係のホームページであったり

とか、そういったところに周知をかけていきなが

ら募集を強力に推進していこうと考えておりま

す。 

○二宮委員長 

他にございませんか。 

○中村委員 

今説明を聞いておりますと設立に産科について

は４分の１ぐらい、そして小児科については２分

の１ぐらいの額だと、5000万円、3000万円が、た

だ設立はそれでいいのかもしれんけども、先ほど

来話が出ておりますように、後々の管理運営です

よね、結局そういうことができないから八幡浜の

小泉産婦人科さんも辞められたんじゃなかろうか

なという気がしておるわけですけれども、なかな

か管理運営についても継続的な補助がないとでき

ないわけですけれども、その予算はここには計上

されてないようなんですけれども、そういうこと

も含めてトータルで考えたときに設立のことだけ

言われたんではちょっと十分ではないのかなと思

うんですけどその辺お伺いしたいと思います。 

○亀岡医療対策室長 

維持管理につきましては、今回の補正額には上

がっておりませんが、今要綱を策定中でありま

す。小児科につきましては、看護師等の雇用補助

ということで１人50万円、１年間５人までの約３

年間で450万円。また、産科につきましては250万

円の５年ということで1250万円、こういったとこ

ろが事業の決定がありましたら、雇用の確保とい

うところで同事業の中で助成をする予定でおりま

す。 

○酒井委員 

今開業医の開設というのが出るんですけども、

小児科と産科が緊急性を要する部門なんです。そ

れで、学生も緊急を要するところで、24時間体制

でどちらもいなきゃいけない。だからなかなか産

科と小児科は希望する医学生がいないということ

を耳に聞いておりますけども、そういう実態が実

際あるんでしょうか。私はこういうことを聞いて

おりますんで、小児科医の先生、産科の先生に聞

きましても、生まれると言ったらどんなときでも

行かなきゃいけない。小児科も救急を要して、そ

して救急病院に行っても小児科がないとこはだめ

なんで、だから総合病院でもほとんど小児科とい

うのは置きたがらないというような傾向があると

いうことを耳にしますが、そういう傾向があるん

でしょうか。 

○亀岡医療対策室長 

そういった傾向があるというお話は聞いておる

んですが、データ的なものはすぐには出てこない

わけなんですが、先ほど酒井委員にお話しいただ

きましたように産科については24時間になりま

す。今、八幡浜・大洲地域におきましても、小児

在宅当番医ということで、小児科につきましては

休日の一次救急を行っているんですが、なかなか

管内の小児科医院につきましても段々と減ってい

る状況ですので、今後運営も難しくなってくるん

じゃないかと考えております。 

○酒井委員 

もうせっかく補正予算に上がってるんで、開業

施設とか、何年かの５年間ぐらいのランニングコ

ストをあげるということですけども、どうせこう

して来ていただくんだったら、10年とか、そうい

うことも保障しますよということぐらいで入れて

いただきたいなと思います。５年間で切って、約

束事で５年なんかと、そしたら５年になったらど

うなるかわからんなというようなものじゃなし

に、最低10年ぐらいは、そういうものを保障しま
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すよと、ランニングコスト、経営的に子どもが生

まれなくなったときに、段々少子化になってる中

で10年ぐらいは出しますよというような形で腹を

決めて、産科開業医や小児を誘致していただきた

いと思います。 

中途半端に開業するだけの予算だとか、言葉は

悪いですけども、えさだけ渡して後は自分たちで

やれよというようなことをやらないでください。

ずーっと私から言えば15年ぐらいはランニングコ

ストを出しますよというぐらいの腹づもりでやっ

ていただきたいなと思います。 

○山岡医療介護部長 

先ほど医療対策室長からも説明をさせていただ

いたように、現段階では、ランニングコストとい

いますか、そういった後年度の開設後の支援は、

先ほど言ったような内容での案で今検討している

ところですが、今、酒井委員からもいただいた意

見等も参考にさせていただいて、まだ要綱を策定

しておりませんので、そういったところを詰めて

策定していきたいというふうに思っております。 

○二宮委員長 

他にございませんか。 

委員長交代をお願いします。 

 （委員長交代） 

○二宮委員 

今ほどから新たな開業医の資金の今回の補正に

ついて質疑があるわけですけども、６月議会定例

会で井関議員が一般質問をして市長がやりますと

いうふうな答弁やってこれが進みよるんですけ

ど、今まだ要綱つくりよるとこだという事で先ほ

どから室長が説明ありましたので、できれば入れ

ていただきたいなと思うんですが、酒井委員も心

配されよったように、やっぱりランニングコスト

とか考えたときに、私たち議会で、井関議員も言

いましたけど稚内市に視察に行ったんですよね。

そこで同じような助成がありまして、稚内市は、

この助成の種類が、設置費助成金、土地建物等取

得費助成金、賃貸料助成金、改修費助成金、開業

資金貸付金、そして経営資金貸付金、こういう項

目がございました。それで実績も、当時ですけれ

ども、５つか６つか開業されとったような実績が

ありました。 

ぜひ今中村委員も酒井委員も言われたように、

最初に頭にぽっと5000万円とかだけではなくて、

先ほど言われよった産科なんかの開設資金から考

えたら、やっぱり渡すだけじゃなくて、貸付資金

もできるような方向で要綱をまた考えていただき

たいなというふうに思いますんで、それが１点で

す。 

もう一つ、この西予市の中で今、両病院の経営

の見直しの中で救急医療体制とかもありますけど

も、同じくこの稚内市には、ここも一番北の端で

すから、稚内市は面積も西予市以上に広いとこで

すけども、そこで地域医療を考える稚内市民会議

というのがありまして、そこでは、やっぱりかか

りつけ医をつくっていこうというふうな中で、稚

内市の医療体制を見直そうじゃないかということ

で、市民からいろいろ立ち上げて、いろんな会議

をしながら、その中の一つでこういう開業医の助

成金事業があるわけですけども、何か西予の見よ

ると何でもそうですけど、上のほうだけでぽぽっ

と決めて、こうなんですよってこうおろして説明

会はするけども結局余り変わらない、説明会後の

意見を聞いてもね、ということのほうがものすご

く多いんやないかなという、今市長が進めよる小

規模多機能地域づくり活動センターも市民との協

働考えても、いつも言いますけども、市民の声を

拾って政策に生かすということが大事じゃないか

なと思いますんで、ぜひ医療対策室にはそういう

ところを求めたいなと思うんですけれども、ご意

見があればぜひお願いしたいなと思います。 

○山岡医療介護部長 

二宮委員から２つのご質問がありました。 

まず要綱の中に、例えば、貸付等を加えたらど

うかということでございました。先ほど申しまし

たように、そこについては今後検討させていただ

くというところなんですが、特に貸付金について

は、市が直接かかわるということは慎重に検討し

なくちゃいけないということもあると思いますの

で、今後の検討の中で、そういったことは考えさ

せていただきたいというふうに思っております。 

もう一つ後の質問につきましては、多分６月議

会の中で、井関議員の中からもそういった質問を

いただいてお答えしたと思います。そういった事

例も参考にさせていただきながら進めさせていた

だきたいと。そのときの答弁では、市では、最上

位の委員会として、西予市地域医療対策検討委員

会という中で検討しているんですけど、そこだけ

でなく、そういったような動きも考えていかなく

ちゃいけないんじゃないかというところは考えと
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しては持っているところでございます。 

具体的な動きの中では、そういう今もかかりつ

け医については医師会も協力していただいて、両

市立病院等も連携しながら、そういった動きは進

めているところでございまして、特に、今後全市

いっぺんにそういった動きを展開していくという

のはなかなか難しいところもあります。ただそれ

は行っていくわけですけど、特に東部、野村・城

川地域について、医療機関も少なくて、また今後

の改革プランの中では救急の休日夜間の集約を考

えております。そういった中で、今までも非常に

医師会とか関係機関と連携した動きが進められて

いますので、そういった部分を、市長からも、モ

デル的に進めて今までも行われているわけですけ

ども、さらにそういったことをモデル的に進め

て、それをまた全市に広げていくようにというこ

とで進めてほしいという指示を受けてますので、

そういった展開も、今後の中で、今年度そういっ

た動きもありまして、いくよう準備を進めている

ところですので、また今後の議会の中でもそうい

った説明をしながら、また地域関係機関にも説明

して広げていきたいと思いますので、ご協力をい

ただきたいと思います。 

○二宮委員 

特に今の救急体制見直し等でも、野村・城川の

人の声と思いと、宇和の地域の人の思いというの

は全然違うわけですよね。私は宇和で西予市民病

院の近くなんですけども、そういうところの人の

意識と、やっぱり野村・城川が違うのは当然なん

ですけども、そういう意識をこのことをやるか

ら、やるというだけではなくて、私が言ったの

は、日頃からこの西予市の人口減少の今の状況を

考えたときに、市民の人に一緒に入ってもらうよ

うな地域医療を考える、そういう会議とか、そう

いうことが必要ではないかという思いで、先ほ

ど、今回のことと違うかもしれんけども質問させ

ていただきましたんで、せっかく医療対策室とい

う室ができたわけですから、そういう方向性をぜ

ひ今後見出していただきたいなと思いますんで、

よろしくお願いしたいなと思います。 

 （委員長交代） 

○二宮委員長 

他に質疑はございませんか。 

○中村委員 

660万円という今回の予算案ですけれども、病

院経営の業務委託料と書いてあるわけですけれど

も、病院経営ということで経営改革を推進するた

めにはこういう委託も必要だということのようで

すが、医療経営コンサルタントに委託をされるん

だと思うんですけれども、経営というのはずっと

継続性が必要なわけですので、やってみながら軌

道修正していくというような形になっていくと思

うんですけれども、継続性を担保するために、今

年は660万円の予算、これでもう終わりというこ

とではないと思いますが、今後何年ぐらいを目途

にこういう経営コンサルタントに委託を継続して

やられる予定なんでしょうか。 

○亀岡医療対策室長 

今年度660万円補正させていただいたんです

が、今回市立病院経営改革プランは、令和４年度

を目標としておりますので、先ほどもご説明した

んですが、825万円を来年度の債務負担行為に設

定させていただいております。 

令和４年の目標に向けて、現状の経営改善とと

もにプランの推進に向けての計画を進めていく予

定としております。 

○中村委員 

経営コンサルタントというのはこの辺では、病

院経営ということですから非常に特殊な部門だろ

うと思うんですけど、こういうところを選んで業

務委託するということになると、どういう委託先

があるのか、あるいはその委託先選定に、今後４

年間、令和４年までですか、３、４とまだあるわ

けですけれども、今後のそういう進め方という

か、そういう対象コンサルタントというか、そう

いうところがわかればわかる範囲で説明願ったら

と思います。 

○亀岡医療対策室長 

医療経営コンサルタント全国に多数ありまし

て、さあどこにするかというところが一番の課題

ではあるんですが、今、県での実績があったりで

すとか、八幡浜・大洲圏域でも実績がある医療コ

ンサルタントがございますので、やはり地元を知

っていただいてないと、都会のところと地元のと

ころでは大きな違いもあると思いますので、ある

程度地元の実績に精通した医療コンサルタントに

委託をかけようと考えております。 

○二宮委員長 

その他質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 
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○二宮委員長 

以上で質疑を終結したいと思います。 

お諮りをいたします。 

議案第105号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第７号）」医療対策室所管分について原案

に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○二宮委員長 

挙手全員でございます。当委員会としては原案

どおり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前11時35分） 

 

【つくし苑】 

○二宮委員長 

再開を告げる。（再開 11時36分） 

次に、議案第112号「令和２年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計補正予算（第２号）」を

議題といたします。 

岩本事務長の説明を求めます。 

○岩本つくし苑事務長 

議案第112号「令和２年度西予市野村介護老人

保健施設事業会計補正予算（第２号）」について

提案理由のご説明を申し上げます。 

補正予算書１ページをお開きください。 

今回の補正は、新型コロナウイルス感染症緊急

包括支援交付金、補助率100％の対応による必要

な経費等について、増額補正するものでございま

す。 

第２条の収益的収入及び支出の補正につきまし

ては、緊急包括支援交付金として73万3000円を増

額し、収入の総額を5億4517万8000円といたして

おります。支出につきましては、材料費及び経費

を合わせて239万8000円を増額し、総額を5億

7966万7000円といたしております。 

補正予算書９ページの補正予算事項別明細書を

お開きください。 

1款施設事業収益、2項施設運営事業外収益、

3目負担金及び交付金ですが、今回の補正予算の

中で、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交

付金の対象経費になる経費について73万3000円を

増額するものであります。 

10ページをお開きください。 

1款施設事業費用、1項施設運営事業費用、2目

材料費、3目経費の中で、新型コロナウイルス感

染症対策として、材料を保管する物品棚及びデイ

ケア利用者の感染対策をするアクリルパーテーシ

ョン等を購入する費用89万8000円と、その他材料

費と合わせて239万8000円を補正するものであり

ます。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○二宮委員長 

岩本事務長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

○山本委員 

今のアクリルパーテーションですけども、具体

的にどのようなところに使われる予定ですか。 

○岩本つくし苑事務長 

つくし苑のデイケア１階の部分のところへ、机

の上に設置をいたしまして、対面による飛沫感染

防止の目的で設置をする予定です。 

○二宮委員長 

その他ございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○二宮委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りをいたします。 

議案第112号「令和２年度西予市野村介護老人

保健施設事業会計補正予算（第２号）」について

原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○二宮委員長 

挙手全員でございます。よって、当委員会とし

ては原案どおり可決することに決しました。 

以上で、本委員会に付託されました議案につい

て全て終了いたしました。 

これにて閉会をいたします。 

 

 

 閉会 午前11時40分 

 

 

西予市議会委員会条例第30条第１項の規定によ

りここに署名する。 

 

 

  西予市議会厚生常任委員長 

 

 


